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【事務局】本日は公私何かとお忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとう

ございます。私は、本日の進行を努めさせていただきます、産業まちづくり部建

設課長の坂本でございます、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

【事務局】それでは、開催にあたり、杉原町長より、ご挨拶申し上げます。 

町長よろしくお願いいたします。 

 

《町長挨拶》 

 

ありがとうございました。 

 

【事務局】続きまして、都市計画審議会委員の委嘱に移らせていただきます。委

員を代表して下村泰彦（しもむらやすひこ）様に委嘱状を交付させていた

だきたいとおもいますので、下村様前へお進みください。 

 

《下村様に委嘱状交付》 

 

【事務局】なお、他の委員の皆様には委嘱状をお席にお配りさせていただいてお

ります。私の方から委員皆様をご紹介させていただきたいとおもいます。 

お手元にございます、都市計画審議会委員名簿の順に、お名前をお呼びしますの

で、その場でご起立いただきますよう、お願いいたします。 

下村泰彦（しもむらやすひこ） 様  佐久間康富（さくまやすとみ）

様 二家本英生（にかもとひでお）様 松 井 匡仁 （ま ついま さ ひと ）様 

前 川 和也 （ま えかわ か ずや ）様 勝元由佳子（かつもとゆかこ）様 

河 野 隆 子 （ こ う の た か こ ）様  武 津 博英 （た けつひ ろ ひで ）

様 川崎 幸一郎（かわさきこういちろう）様 西尾 司（にしおつかさ） 様 

 

【事務局】続きまして会長及び副会長の選出に移りたいと思います。会長及び副

会長につきましては、都市計画審議会条例第５条により委員の互選により定め

るとあります。候補者について事務局の方で提案させていただいてよろしいで

しょうか。 



 

《異議なしの声》 

 

【事務局】異議なしの声がありましたので、候補者を事務局のほうでご提案させ

ていただきます。 

大阪公立大学大学院の下村教授を会長に副会長には、住民委員の武津氏を推薦

させていただきたいと思います。 

委員の皆様、会長には下村教授を副会長には武津氏に就任していただいてよろ

しいでしょうか 

 

《異議なしの声》 

 

【事務局】異議なしの声がありましたので会長を下村教授に副会長には武津氏

にお願いしたいと思います。 

 

下村会長と武津副会長にはお席の方に移動お願いいたします。 

 

《席移動》 

 

【事務局】それでは、代表して下村会長に一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

《下村会長あいさつ》 

 

ありがとうございました。 

杉原町長におかれましては、他の公務のためここで退席させていただきます。 

 

◇傍聴者入場  

【事務局】 

 次に、本日の審議会の傍聴でございますが、ホームページにて周知しておりま

したが、傍聴希望者は、ございませんでした。 

 なお、本日の審議会の会議録につきましては、公表としておりますので、録音



をさせていただきます。また、必要に応じて、写真撮影させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】それでは、都市計画審議会を進めさせていただきます。 

まず、議事の進行に先立ちまして、本日の資料の確認をさせていただきます。 

本日の会議次第、出席者名簿、「忠岡町みどりの基本計画(案)」の概要の３点と

なります。不足資料がございましたらお申し付け下さい。 

 

《資料を確認》 

 

【事務局】なお、本日は委員１０名全員の出席をいただいております。よって、

本審議会条例第６条第２項の規定を充たしており、本審議会が成立しているこ

とを、ご報告申し上げます。 

それでは、議事に入らせていただきます。これ以降の議事進行は、本審議会条例

第６条第１項の規定により、会長が議長となりますので、下村会長にお願いした 

いと存じます。会長よろしくお願いいたします。 

 

【議長（会長）】会長の下村でございます。審議を円滑に進めて参りたいと思い

ますので、委員の皆様におかれましてはご協力下さいますようよろしくお願い

申し上げます。 

 本日は審議会に諮問、または付議される案件はありませんが、事務局からの提

案によりまして、報告案件として、「忠岡町みどりの基本計画(案)について」を

議題にしたいと思います。 

 それでは、事務局から報告をお願いいたします。 

 

【事務局】建設課の手嶋でございます。よろしくお願いいたします。 

 

《 説 明 》 

 

 

 



【議長（会長）】 

 報告は以上のとおりです。それでは、委員皆様方のご意見・ご質問をお伺い致

します。 

 

【委 員】みどりの基本計画の資料編の町民いこいの広場の緑視率について、芝

生の部分が、実際に見て芝生が生えているように見えなくて、ここを緑視率でと

るのかどうか、その点について今後計画を立てていかれるとは思うのですが、整

備されていくということでよろしいでしょうか。 

 

【事務局】私たち（建設課）からは木を植えてほしい、芝生を維持してほしいと

いう要望を担当部局にさせて頂きます。 

 

【議長（会長）】緑視率の基準なのですが、まだできてそんなに古くない指標で

ございまして、それまでは緑被率で計算されていました。 

緑視率については例えば、もうちょっとアップで写真を撮ると、率が増えてし

まうのですが、増やそうと思ったら緑に近づいて撮ればいいわけで、その写真撮

影地点をどう設定するかで、緑視率というのは変わってきます。 

したがいまして、これを指標化してというのは難しいので、やるのであれば同

じ写真撮影地点で撮ったところが、例えば５年後、どれぐらい緑が増えているの

かということが考えられます。そのような形で緑視率をどう取り上げていくか

というのは、いち指標ではあるのですが、完全な指標化はなかなか難しいのでは

ないかという意見も多いです。 

ちなみに２０数年前に大阪市内の街路樹で緑地の調査をしたときに、見た目

で２５％～３０％超えたら緑が豊かだと感じる人が多くなったという傾向がみ

られました。 

緑は５年経ったらかなり成長しますので、剪定しすぎたときに写真を撮れば

緑視率は下がりますし、そのあたりをうまく調整しながら緑を増やしていけれ

ばと思います。 

 

【委 員】少子高齢化で緑の全体の緑視率を上げないといけないのは分かるの

ですが、実際に忠岡に住んでいて感じるのは、街なかに緑が欲しいです。大津川

河川公園や新浜緑地のお話が先ほどありましたが、児童遊園であったり、教育

（部局）が管理している公園であったり、これらの公園には木がありません。お

年寄りもいらっしゃいますし、小さい子供も近くで遊べるようにして頂きたい。

このあたりを建設課で管理をお願いできればと考えています。建設課で管理を



すれば、開発で建設課に申請に来るときに、条件として木を植えようというよう

に開発の許可を出して頂きながら、できたら最終的に建設課が管理してほしい

です。 

 

【議長（会長）】概要版の４（の項目）においてみどりの取り組みの方向性が示

されています。またご意見いただいた街なかのみどりを増やす取り組みを行政

でやるのか民間緑化推進で行うのかという話もあります。民間緑化推進でまち

なかの道路の緑視率を上げる。この辺りは、基本計画の次に来る具体的なアクシ

ョンプランになってくると思います。先ほど、PDCA をまわすというお話も事

務局からありましたので、その進捗管理の報告を当審議会で行うのか、外部評価

委員会で行うのか、事業評価委員会で行うのか、またそのチェック項目も鑑みな

がら項目設定が必要になってくるのではないでしょうか。 

そのあたりに関連する貴重なご意見であったように感じます。 

 

【委 員】さきほど民間でというお話がありましたが、資料５６ページで、公募

設置管理制度（Park-PFI）等による民間投資の誘導について検討を行います。

とありますが、これの内容というのはどういった内容なのでしょうか。 

 

【事務局】官民連携で行うものでございます。維持管理も込みで管理していただ

くものです。 

 

【議長（会長）】公募設置管理制度（Park-PFI）の近くの事例で申し上げますと、

泉南ロングパークや府営住吉公園などの事例があります。 

公募設置管理制度（Park-PFI）で民間の活力を導入する。なぜかというと色々

な民間のノウハウを取り入れ住民サービスのために使う。建物を建てるのにも

維持するのにもお金がかかるので民間に経営していただく。これにより、民間活

力のノウハウを住民サービスにつなげること、ならびに税金の投与を少なくす

るという効果があり、取り組みが広がりつつある制度です。 

 

【委 員】緑の基本計画の案の中で忠岡町全域が対象区域となっています。また、

都市公園に限らず、児童遊園も対象になっています。公園の管理も部局によって

分かれていますが都市公園だけが対象になるのか、全町一斉に実施していける

のかそこを教えていただきたいです。 

 

【事務局】本計画改定にあたり、各課への照会も行っています。量より質という

ことで、量を増やすのは敷地（町域）も限られていますので、質の維持・保全し



ていきたいと思っております。維持を行いながら、民間活力の検討も今後の施策

と考えています。 

 

【委 員】現状維持というお話がありましたが、今後実施される現実的な施策と

しては資料編で示されている緑視率の部分の整備かと思っています。一方で住

民の願いとしては、木々の生い茂る公園が増えてほしいと思っているのですが、

面積（町域）にも限りがあるということで、現実的には木々が生い茂り、緑が多

い公園が増えるという期待を膨らませるとイメージとは乖離ができてしまうの

かなと思ったのですが、いかがでしょうか。 

 

【議長（会長）】忠岡町の面積が小さいなかで量を求めると限られてしまいます。

その中で先ほど事務局より質を上げるというお話がありましたが、では質を上

げるとは何なのか。美しい街づくり、みどりの多い街づくりはお金をかければで

きなくはないですが、住みやすい町となると緑が多く町がきれいでも隣人同士

の仲が悪いと住みにくい町になってしまいます。住みやすいまちを築くには、花

とか緑を植えることによってコミュニティを広げていきましょうということが

一つの手段かもしれません。それに関連して申し上げると、気になる点が、配布

資料の概要版の４、みどりづくりのための施策の「健康・レクリエーション」分

野における施策の一例において、書き方の主体が忠岡町（官）となっています。

（一方で他の自治体の計画では）みんなで一緒にやっていきましょうという書

きぶりが多くなっています。全面書き換えではないですが、一部可能性のある点

については民間緑化を推進する等、（例えばプランターと種を住民に配布したり、

住民グループ形成により花植えを行いみどりの形成につながるような仕掛けづ

くりを通じて町全体で緑を増やしていくような可能性が考えられるのであれば）

４番目（（４）臨海地域の機能充実）以降に民間緑化推進によるみどりのキーワ

ードの記載があってもよいのではないかと考えます。 

 

【委 員】ｐ６８みどりの配置方針図、大津川沿いが歩けるようになっており、

臨海線の手前で赤く塗られています。今回はネットワークについても考慮され

ているので、港湾との調整もあり大変な部分もあろうかとは思いますがぜひこ

のあたりも安全に歩けるネットワークを考えていただきたいです。 

 

【議長（会長）】個別のみどりの配置方針については即時の回答は難しいかもし

れませんが、事務局でご検討いただければと思います。 

 

【委 員】みどりの基本計画のｐ５５の計画期間における目標・指標について、



財源も人も場所も限られている中でどういうようにみどりに関する施策を展開

していくのかというところで効率的効果的に民間事業者を活用したり、住民協

働で行うということだと思います。例えば、民間事業者の活用というところでは

昨年実施された新浜の社会実験等も該当してくるかと思いますが社会実験を行

ってよかっただけではなく、そこから課題の発見につなげ次につなげるという

ことが重要かと考えます。例えば、ｐ５５において、公園及び公共施設緑地等を

利用したソフト施策の展開の目標値として令和 12 年までに実施主体を問わず

15 回実施するということが掲げられています。この文言に社会実験が含まれる

のかと感じていますが、社会実験を行政主体で一生懸命取り組むということで

はなく、社会実験を通じて民間の人に行ってもらうよう渡していくこと、また社

会実験で出た課題等を踏まえて、忠岡公園などのまちなかで実施できるよう展

開できればよいのではないかと感じました。このエリアは、忠岡公園があって、

府営住宅があって、緑水園があってということでまとまったみどりがあるので

はないかと感じています。緑を増やすのは大切なことだと思いますが、なぜみど

りが必要なのかというところを手段として捉えていただきたいと思っています。

町中でみんなが楽しんで過ごせるための場所作りを、（自治体がきっかけとなる

ものの）民間で実施していける展開がよいのではと考えています。これをふまえ

て、目標値としては回数よりも協働のありかたでの賑わいを定期的に行えるよ

うな場づくりを実現したいということを掲げるほうが忠岡町らしいイメージに

なるかと思います。 

 

【議長（会長）】これからどうしていくかという目標においては、実際の何パー

セントとか回数ではなく、質をどう上げていくかというところが大事だと思い

ます。 

量から質へと言われて久しいですが、例えば、標準的な街区公園一つ作るにして

も２５００万円かけても公園の底地ができるだけです。そこでリニューアルを

行うとさらにお金がかさみます。なので、そこでどう利用してもらうのかという

ところが町の仕事ということになるかと思います。例えば、大阪市ではグリーン

コーディネータという取り組みが広がっています。ほかには生駒市などではみ

どりの楽校という取り組みもあります。まちなかでみどり活動をリードする人

材の育成を実施しています。そういった町民の方の育成の取り組みを入れるこ

とや町民のかたもまち（のよいところ）に見慣れているので（町外の方におすす

めできるところを）再発見し、どういう風に残していくかというようなワークシ

ョップをしたりとか、そこから活動される方が出てきていただけるといいので

すが、そのような仕掛けをしていくというのが緑の基本計画の一環であり、民間

の緑化推進の取り組みの一つです。 街路樹整備等ではなく人材育成等であれ



ば大きな予算要求の必要もないかと思いますのでそういった可能性も書いてい

ただけるとよいのではと考えています。概要版の PDCA のところで行政主体で

はなく住民協働も意識して書いていただけるとよいのではと考えています。 

 

【委 員】公園の整備でありますとか木を植えるとかそういうことも手段かと

思いますが、町民をそういう場所に誘導することもひとつの効果的な手法かと

思います。そのひとつが去年実施された新浜緑地の社会実験であると思います。

そこで取ったアンケートの中について、（みどりの基本計画ｐ４７で）結果のみ

書かれていますが、今後もこのようなことを模索していきますということも書

いていただけるとよいのではと思います。 

 

【委 員】緑作りや公園整備の中で念頭にいれておいて頂きたいのが、ペットで

す。今どこに出かけるにしても、家族連れ＋ペットというのも当たり前になって

きておりますので、そのあたりを想定していただきたいです。以前犬を飼ってい

た時散歩するところがないと感じていました。人間だけではなくペット同伴と

いう姿勢も計画に盛り込んでいただきたいです。 

あと、今回の大まかな計画の流れを教えていただきたいです。またｐ２で大阪府

の「みどりの大阪推進計画」があがっています。これは平成 21 年のものですが

これは今後も変わらないのか、改定の時期がくるのか、今後のところが読めない

ところがあるのですがそのあたりはいかがでしょうか。 

 

【議長（会長）】ご意見いただいたペットの話は総合計画ではどのようになって

いますか。 

 

【委 員】盛り込まれていないのではないかと思う。衛生飼育動物という観点で

は入っていたかと思うが、家族（愛玩動物）という視点では書いていないように

思います。 

 

【議長（会長）】基本的には（上位計画である）総合計画に基づいて緑の基本計

画ペットにも歩きやすいまちづくりをするとか、公園作りや施設を目指すとか

基本計画に記載されている内容に基づいて記載しないといけないと思うのです

が、記載がないのであれば、（例えばドッグラン等もイメージには上がるとは思

うのですが、）実際どのようなイメージをされているのですか。 

 

【委 員】とくにこういうものというものはありませんが、芝生があるとか、そ

ういう憩いの場がある公園が街なかに少ないと感じます。そのあたりの整備を



お願いしたいのですが、道路等しか散歩するところがないので、そういったとこ

ろでできるところがあるなら整備をお願いしたいです。ペット用に道路を整備

してほしいということではありません。 

 

【議長（会長）】大きな芝生広場などは難しいかもしれませんが、広場だったり

ということは記載できないことはないのかと思います。 

みどりの推進計画は見直しもされるでしょうし、大きな計画ですのですぐに変

更されることはないかと思いますが事務局いかがでしょうか。 

 

【事務局】みどりの大阪推進計画についてですが、緑の基本計画を改定する中で

大阪府とも協議を行っていますが、すぐに改定することはないと聞いておりま

す。今回は都市計画マスタープラン等、上位計画が改定されたので今回緑の基本

計画の改定をさせていただいております。今後、上位計画の見直し等、必要時応

じて緑の基本計画の改定を検討させて頂くことになると考えております。 

 

【議長（会長）】みどりの基本計画の概要において、都市計画マスタープランが

上位計画のように書かれていますが、これはそのようにしないほうがよいかと

思います。みどりの基本計画は都市計画マスタープランを反映しているものの

横並びの計画となりますので、位置づけでいうと横並びのほうがいいと思いま

す。 

 

【委 員】主要道路の街路樹が住民さんの顔に当たるとか、根っこがアスファル

トを起こしてしまうなど何度もありまして、量より質というお話にもありまし

たので、そのあたりの安全性へもご配慮いただければと思います 。 

あと、忠岡公園（町民グラウンド）について役場の隣の池のところに見たときに

緑が多くあるため、緑があるように見えるのですが、もうすこしほしいなとおも

います。 

土壌改良について大雨が降ったら砂が西の住宅地にながれていくようなことも

ありましたので、その辺りも聞きたいです。 

 

【議長（会長）】緑の基本計画の次にくる実施レベルの話になってくるかとは思

いますが事務局で回答できる範囲でお願いできれば。 

 

 

【事務局】 

街路樹の根上がりしているものは、植え替えを検討させていただいております。



枝張りについて木の剪定については一年に一回行っておりますが、伸びるのも

早く年に 1 回の剪定予算のなかでは伸び方によっては邪魔になることもあると

思います。基本的には建築限界を考慮しながら剪定をいたします。 

町民グラウンドの件ですが、（所管の）教育部署から具体的な対応は聞いていま

せんが、検討していくと聞いております。 

 

【議長（会長）】建築限界ということに考慮し、樹木にとっては寂しい樹形にな

っていますが、樹木管理を行っているという現状があります。また、街路樹に関

連すると落葉に関する沿道住民の苦情や意見等も（他地域の）事例としてありま

す。それらを理解していただけるような町民の方へみどりへの意識づくり、意識

を高めていくことから始めていくというところも一つかと思います。それらは

緑の基本計画の最後に住民の方の意識の高揚くらいを記載いただけるとよいの

ではないかと思います。 

 

【委 員】課題にもあげられているのですが、みどりの基本計画Ｐ３３をみると

駅よりも西側地域公園が少ないということで、北区の公園と東区の公園を今後

整備していくとありますが、住宅も密集しているので防災等も考えないといけ

ないと思うのですが、空き家など空き地も増えてそういったところを活用して、

一つの公園化、ポケットパークのような形で緑を増やす、地域の方の防災へつな

げることを検討していただければと思っているのですが、このあたりはどうお

考えでしょうか。 

 

【議長（会長）】防災的なところで住民センターが８００メートル以内にある時、

避難はできるだろうというところで、街区公園の国の指定はなくなったのです

が、誘致距離というのがありますので、公園が不足しているのかというところを

見極めながらポケットパークを本気でやっていくのであれば空き地をレンタル

するなどしてご検討いただけたらと思います。公園の量についても手薄な地域

を考慮しご検討いただけたらと思います。 

 

【議長（会長）】他にご意見・ご質問ございませんか。 

みどりの基本計画の大きな枠組みについては大きな変更はないかと思います。

ただ、第４章みどりづくりのための施策については行政的にやる話が多かった

ので、住民にも取り組んでもらえる内容を少しでも入れられる可能性がないか

ご検討ください。また、PDCA のなかで協働の図を入れていただいていただく

ことをお願いします。その他いただいた意見は実施計画の時に検討していただ



くというところになるかと思います。 

また、本日頂戴いたしました委員皆様のご意見の検討結果につきましては、会長

預かりとさせていただきます。 

ご意見・ご質問ないようでしたらこれをもちまして会議を閉じさせていただき 

ます。 

後日、事務局と大阪府で協議したものを私の方に再度報告いただき判断させて

いただきたいと思います。 

委員の皆様方には、長時間にわたり、ご審議下さりありがとうございました。こ

れにて事務局に進行をお返しいたします。 

 

【事務局】下村会長どうもありがとうございました。会長預かりとさせていただ

いたご意見につきましては、結果をホームぺージに掲載させていただきます。 

また、本日よりパブリックコメントを実施させていただき 5 月中旬に完成させ

ていただきたいと考えております。 

以上をもちまして忠岡町都市計画審議会を閉会致します。本日は、どうもありが

とうございました。 


